
平成１６年８月２日判決言渡　同日判決原本交付　裁判所書記官
平成１４年（ワ）第４３５８号　損害賠償請求事件
（平成１６年５月３１日口頭弁論終結）

判        　　　決
主        　　　文

　　　１　被告は，原告に対し，金３５２万２０８５円及びこれに対する平成１５年１月７日か
ら支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。

　　　２　原告のその余の請求を棄却する。
　　　３　訴訟費用は，これを１０分し，その９を原告の負担とし，その１を被告の負担とす

る。
　　　４　この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。

事実
第１　当事者の求めた裁判
　１　請求の趣旨
　（１）被告は，原告に対し，金３４３４万９０３３円及びこれに対する平成１５年１月７日か

ら支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
　（２）訴訟費用は被告の負担とする。
　（３）この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
　２　請求の趣旨に対する答弁
　（１）原告の請求を棄却する。
　（２）訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
　１　請求原因
　（１）当事者
　　　　原告は，美容室の経営等を業とする有限会社であり，被告は，国家公務員の厚

生施設として，宿泊施設，宴会及び結婚式場等を営むなどの業務をしているも
のである。

　（２）業務委託契約
　　　ア　原告は，平成３年７月１１日，被告との間で，次の約定で，原告が，福岡市中央

区ａｂ丁目ｃ番ｄ号所在の被告の設置するＡ会館Ｂ（以下Ｂという。）における結
婚式場用の美容販売業務を専属的継続的に営む旨の業務委託契約を締結し
た（以下「従前契約」という。）。

　　　（ア）期間　平成３年７月１２日から平成４年３月３１日まで
　　　（イ）自動更新　期間満了時に，当事者双方に解約の意思表示がない場合は自動

的に契約を更新したものとする。その後も又同様とする。
　　　イ　原告と被告は，平成４年３月３１日から平成９年ころまで，従前契約の自動更新

条項に基づき，従前契約を更新してきた。
　　　ウ　原告と被告は，平成９年ころ，被告がＢの会館を建て替えることになったため

に，従前契約を解約する旨の合意をした。
　　　エ　原告は，平成１１年９月１日，被告との間で，次の約定で，従前契約と同様の契

約を締結した（以下「本件契約」という。）。
　　　（ア）期間　平成１１年９月１日から平成１２年３月３１日まで
　　　（イ）自動更新　委託期間終了３か月前までに当事者の一方から特に申出がないと

きは，さらに１年間契約期間を延長するものとし，その後もまた同様とする。
　　　オ　原告と被告は，平成１２年４月１日，本件契約を更新した。
　（３）被告の債務不履行
　　　ア　被告による本件契約の更新拒絶の意思表示
　　　　　被告は，平成１３年１０月２３日，原告に対し，平成１４年３月末をもって，本件契

約を更新しない旨の意思表示をした（以下「本件更新拒絶」という。）。
　　　イ　被告は，平成１４年４月１日以降，他の業者に対し，Ｂにおける結婚式場用の美

容販売業務を委託し，原告は，本件契約に基づく結婚式場用の美容販売業務
を遂行することができなくなった。

　（４）原告の損害
　　　　原告は，被告の上記（３）の債務不履行により，Ｂから退去し，そのために以下の

損害を被った。
　　　ア　社員研修費（平成９年３月から平成１０年２月２８日まで）　１２０万９２５０円
　　　イ　同（平成１０年３月１日から平成１１年２月２８日まで）　１７万２９７６円



　　　ウ　什器備品・美容器具代金　１１３万３０２０円
　　　エ　かつら代金　２４２万６６１５円
　　　オ　かんざし代金　１２万５２００円
　　　カ　和装着装用物品代金　７４万２６７０円
　　　キ　美容材料代金　１１０万６２３２円
　　　ク　社外研修費（平成１１年３月１日から平成１２年２月２８日まで）　２４４万０５６０

円
　　　ケ　集合研修費　１２６０万円
　　　　　原告は，原告の従業員７名に対し，平成９年６月から平成１１年１０月まで２年４

か月間社内研修を実施したが，研修費は，月額４５万円である。
　　　コ　逸失利益　１２３９万２５１０円
　　　　　本件更新拒絶により，原告がＢで営業を継続することができなくなった平成１４

年４月１日の直前の原告の年間営業利益は，６１９万６２５５円であり，被告の
本件更新拒絶により，少なくとも今後２年間に得べかりし営業利益を失った。

　　　サ　以上合計　３４３４万９０３３円
　（５）よって，原告は，被告に対し，本件契約の債務不履行に基づく損害賠償請求とし

て，金３４３４万９０３３円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成１５
年１月７日から支払済みまで年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。

　２　請求原因に対する認否
　（１）請求原因（１）の事実は認める。
　（２）同（２）の事実のうち，従前契約及び本件契約が継続的であるとの事実は否認し，

その余は認める。
　（３）同（３）ア及びイの事実は認める。ただし，本件更新拒絶が被告の債務不履行とな

ることは争う。
　（４）同（４）の事実は不知。
　３　抗弁ー期間満了による契約の解消
　（１）更新拒絶の意思表示
　　　　本件契約には，その期間を７か月とし，契約期間終了の３か月前までに，当事者

のいずれかより特に申出がない限り自動的に１年間延長する旨の約定（業務委
託契約書第２条）があり，右約定にしたがって期間が経過するごとに更新されて
きたところ，被告は，平成１３年１０月２３日，原告に対し，本件更新拒絶の意思
表示をした。

　　　　本件契約は，本件更新拒絶の意思表示により，平成１４年３月３１日の期間の満
了とともに終了した。

　　　　本件契約は，単年度ごとの業務委託契約であり，継続的契約ではない。また，被
告は，事業者として，自らの事業の存続のため，有害又は不用となる部門を切り
捨てる権利を有し，更新拒絶に正当な理由は必要ない。

　（２）更新拒絶の正当な理由の評価根拠事実
　　　　仮に，本件契約の更新拒絶に正当理由が必要であるとしても，以下のように，原

告の代表取締役Ｃは，独善的で，顧客の要請を無視し，自己満足だけの仕事を
行い，顧客の不興を買うことが多々あり，また，同人は，顧客の面前で従業員を
激しく叱責するため，楽しいはずの婚礼の雰囲気が暗くなり，式が始まっても顧
客の心が晴れないということも多々あり，顧客から，Ｂに対し，多くのクレームが
つけられていたのであって，被告の本件更新拒絶には正当な理由がある。

　　　ア　平成１１年１０月のＢの新規オープン以来，再三にわたって，Ｃが，新郎新婦の
前で，介添人，原告の従業員を大きな声で叱るため，顧客に介添え係に対す
る不安と不快感を与えた。

　　　イ　Ｃは，顧客に対し，扇子の受渡しを間違い，自分で事を納めようとしたがかなわ
ず，Ｃの言動により顧客の両親，新郎の姉を怒らせ，Ｂの職員が顧客を静め，
当時の副支配人及び総支配人が謝罪をした。Ｃは，自己の判断で警察を呼
び，ロビーで警察官が待機していた。

　　　ウ　顧客が，美容の打合せの際，顧客の気に入ったヘアーピースを使用したいとＣ
に伝えたところ，Ｃは，「あなたに合うヘアーピースがあるの。色も違うしこっち
の色の方がいいわ。美容室のヘアーピースを使って。」と申し出た。顧客が，
ヘアーピースを所持しており，また，原告のヘアーピースを使用すると金もか
かることから，Ｃの申出を断ったところ，Ｃは態度を変え，新郎側の着付けには
優しく対応したが，新婦側の着付けには，「勝手にやってね。」といわんばかり
の対応をする等，顧客とＣの関係は険悪なものとなった。



　　　　　顧客は，原告の従業員とグラビアを参考に打合せを行い，髪型を決定していた
にもかかわらず，前撮り当日，Ｃは，顧客に対し，「髪型がおかしい。こっちの
方が良い。」と強引に言い張り，顧客のヘアースタイルを変更し，前撮りが行
われた。

　　　エ　Ｃは，顧客に対し，披露宴当日に参列する人の持込みの留め袖や小物を，早く
持ってくるように再三いっておきながら，いざ，顧客が，留め袖等を持ってくる
と，顧客に対し，素っ気ない対応をし，顧客の感情を害した。そして，顧客は，
前日に留め袖や小物を持っていったにもかかわらず，披露宴当日に忘れ物が
あり，美容室で購入させられた。

　　　オ　Ｂのインターネット上のホームページに，１０年前にＢで披露宴を行ったと称す
る者から，美容室で先生という方の対応が悪く，今思い出しても悔しい限りで
あるとのＣに対する苦情の書き込みがあった。

　　　カ　顧客との事前の打合せが十分にできておらず，顧客が，前撮りや式の当日，親
類や友人から，Ｃが顧客に行った化粧が下手と言われ，髪型も顧客の気に入
らなかった。

　　　キ　美容室，衣装室及び写真室間の連携が悪く，顧客に迷惑をかけた。
　　　ク　Ｃは，顧客の衣装の着付けを行ったが，ドレスは，「ただ着せただけ」という感じ

で，肩のラインが左右違っていても全く気にしていなかった。
　　　ケ　顧客の親族が着付けをするため，美容室側から指示された時間に美容室に行

ったが，親族は，１時間以上も更衣室で待たされた。
　　　コ　原告は，顧客に対し，現金は必ずフロントに預けてきてくれと言い，顧客は指示

に従ったが，更衣室のロッカーはお金を入れないと鍵がかからない構造になっ
ていたため，顧客はフロントまで現金を取りに行かざるを得なくなった。

　　　サ　顧客の親族が着付けをする際，下着の上にガウンを一枚羽織っただけの姿
で，美容室から更衣室に行くために，人の集まるロビーを歩かされた。

　　　シ　Ｃは，イライラして，介添え係にあたり，顧客を不快にさせた。
　　　ス　Ｃは，顧客が打合せの際に伝えたことを忘れ，顧客の希望どおりの髪型にせ

ず，また，化粧が終わってから，「これで良いですか。」と尋ね，顧客は，今更
変更を申し出ることはできなかった。

　　　セ　Ｃは，着付け，ヘアーメイクの際，終始無言のまま作業し，また，Ｃと原告の従
業員の仲が悪く，顧客を不安にさせた。

　（３）よって，本件更新拒絶には正当な理由があり，本件契約は，平成１４年３月３１日
に終了しており，被告に債務不履行はない。

　４　抗弁に対する認否
　（１）抗弁（１）の事実のうち，被告が，原告に対し，本件更新拒絶の意思表示をしたと

の事実は認める。ただし，本件契約は継続的な契約であり，更新拒絶には正当
な理由が必要であるところ，本件では更新拒絶をするにつき正当な理由が存在
しない以上，本件更新拒絶は無効である。

　（２）同（２）の事実は否認する。
　５　再抗弁ー更新拒絶の正当な理由の評価障害事実
　（１）Ｂの建て替えに際し，原告は，２年以上も休業しなければならなくなることから，被

告との契約を解消することも考えたが，被告が，原告に対し，建て替え後も美容
販売業務を委託する意向を示したことから，原告は，休業期間の補償を要求す
ることもなく，リニューアルオープンに備えてきた。

　　　　その際，被告から，原告に対し，リニューアルオープンに向けて，新たな従業員を
雇い入れること，従前は，被告から，備品を数多く借り受けていたが，リニューア
ルオープン後は，貸与する品数を大幅に減らし，原告の方で用意すること等の要
請がなされた。

　　　　そこで，原告は，被告の要請に応えるために，銀行等から多額の借金をし，什器
備品を買いそろえ，新たに雇い入れた従業員に研修を受けさせたりした。

　　　　その結果，原告の投下資本は，４，５年では到底回収することができないことにな
ったので，原告は，被告に対し，契約期間について十分な補償を求めたところ，
リニューアルオープン時の総支配人であったＤから，「自分は後３年はいるし，そ
の後については申し送りをするから，心配はない。」旨の言葉を聞き，これを信用
し，本件契約を締結するに至った。

　　　　かかる経過からすれば，本件契約は，形式的には，その期間が１年とされている
が，実質的には，原告の多額の投下資本を回収するに必要な期間継続するもの
であり，被告が本件契約の更新拒絶をするには，正当な理由が必要であるとこ



ろ，本件更新拒絶には，正当な理由がない。
　（２）Ｅが，Ｂの総支配人に就任して間もなく，Ｅは，被告の従業員に対し，原告の業務

に関してあら探しを命じ，その後，Ｅは，原告に対し，顧客の苦情を持ち出してき
た。

　（３）原告は，常に最先端を望む顧客のニーズや意に沿うように最善の努力，研さんを
重ねてきた。原告は，Ｂの美容室として誇りを持って，顧客の一生に一度の晴れ
姿のプロデュースの手伝いをし，多くの顧客から，お礼と感謝の言葉をもらった
り，あるいは，新婚旅行からの帰りに土産をもらったりする等，顧客は，原告の美
容サービスに満足している。

　（４）したがって，本件更新拒絶は，正当な理由が存在せず無効である。
　６　再抗弁に対する認否
　　　再抗弁（１）ないし（４）は否認する。

理由
　１　請求原因（１）の事実については当事者間に争いがない。
　２（１）ア　請求原因（２）アの事実のうち，原告と被告の間で，平成３年７月１１日，従前

契約が締結されたことについては当事者間に争いがない。
　　　　　イ　甲第２３号証，第６８号証及び原告代表者尋問の結果によれば，次の事実

が認められる。
　　　　　　　原告は，平成３年７月１１日，被告との間で，それまでＢにおいて結婚式場用

の美容販売業務の委託を受けていたＦ美容院の代表者であるＧの推薦
を受け，従前契約を締結した（甲第４９号証）。従前契約は，その有効期
間は平成３年７月１２日から同４年３月３１日までとされていたが，期間満
了時，当事者双方に更新拒絶の意思表示がない場合には，自動的に契
約は更新される旨定められ，更新後の契約期間については定めがない
（甲第１号証）。

　　　　　　　原告と被告は，平成９年ころまで，従前契約の更新を続けたが，Ｂの会館が
建て替えられることとなったため，原告は，同年から約２年６か月間休業
した。その際，被告の当時の総支配人であったＤは，Ｃに対し，Ｂの会館
建て替え後も，原告に結婚式場用の美容販売業務を委託する意向を示
した。原告は，これを受けて，Ｂの新会館での開業に備え，Ｂの担当者と
打合せをしたり，新たに雇い入れた従業員の研修を行ったりした。原告と
被告は，平成１１年９月１日，改めて本件契約を締結し（甲第２号証），原
告は，平成１４年３月３１日まで，Ｂの新会館において，結婚式場用の美
容販売業務を営んでいた。本件契約の期間は，平成１１年９月１日から
平成１２年３月３１日までとされていたが，期間終了３か月前までに当事
者双方から更新拒絶の申出がないときは，契約は１年間延長され，その
後もまた同様である。

　　　　　　　原告の主な業務は，Ｂで結婚式及び披露宴を行う新婦等に化粧等をするこ
とである。

　　　　　ウ　以上からすると，原告と被告の契約は，Ｂの会館建て替えに伴う２年６か月
の休業期間を除いても，約８年間続けられており，原告が平成９年ころか
ら２年４か月間休業したのは，Ｂの会館建て替えのためであり，原告は，
休業期間中も，Ｂの新会館での開業準備行為を行っていたというのであ
って，ホテルにおける結婚式場用の美容販売業務という原告の業務の性
質等も考慮すると，従前契約及び本件契約は，原告が，Ｂにおいて，継
続的に結婚式場用の美容販売業務を営む契約であったと認めることが
でき，これを覆すに足りる証拠はない。

　　（２）請求原因（２）イ及びウの事実については当事者間に争いがない。
　　（３）請求原因（２）エの事実のうち，原告と被告の間で，平成１１年９月１日，本件契

約が締結されたことについては当事者間に争いはなく，上記（１）のとおり，本
件契約は，継続的な契約であったと認められる。

　　（４）請求原因（２）オの事実については当事者間に争いがない。
　３（１）請求原因（３）ア及びイの事実については当事者間に争いがない。
　　（２）この点について，被告は，抗弁において，本件契約は，被告の本件更新拒絶の

意思表示により，平成１３年３月３１日をもって終了したと主張し，原告は，再
抗弁において，本件更新拒絶には正当な理由がなく，被告の本件更新拒絶は
無効であると主張しているので，抗弁及び再抗弁について判断する。

　　（３）証拠（甲第２３号証，第３０号証，第３１号証，第３３号証，第３６号証，第３７号



証，第３９号証，第４０号証，第５３号証，第６１号証，第６８号証，乙第９号証な
いし第１３号証，第１４号証の１ないし１０，第１８号証の１ないし４，第１９号証
の１ないし３，第２０号証，第２２号証ないし第３３号証，証人Ｈの証言，証人Ｅ
の証言，証人Ｉの証言及び原告代表者尋問の結果）によると，以下の事実が
認められる。

　　　　ア　本件契約の期間は，平成１１年９月１日から平成１２年３月３１日までとし，こ
の期間終了３か月前までに当事者双方から特に更新拒絶の申出がないと
きは，さらに１年間延長するものとし，その後もまた同様とする旨のいわゆ
る自動更新条項がある（甲第２号証・業務委託契約書第２条）。しかし，原告
は，Ｂの新会館建て替え後も相当長期間，被告との契約が継続するものと
考えており，被告としても，１年ごとに委託業者を入れ替えることは現実的
には難しく，契約は，数年単位で継続することを前提とし，ただ，余りにも顧
客からのクレームが多い等の事情があれば，入れ替えるつもりであった。

　　　　イ　Ｂでの婚礼の件数及び部門別の売上高に占める婚礼部門の占める割合は，
平成１１年度が，１０８件，４５．９％（半期）で，平成１２年度が，２２９件，５
１．１％で，平成１３年度が，２３１件，４６．１％であった（乙第１号証）。

　　　　ウ　原告は，Ｂのリニューアルオープンに向けて，新たに従業員を雇い入れて，研
修を受けさせ，原告の業務に必要な什器備品・美容器具を買いそろえた
（甲第１６号証ないし第２２号証）。

　　　　エ　Ｅは，平成１２年７月，Ｂの総支配人に就任した。Ｅの前任までの総支配人
は，国家公務員からのいわゆる天下りが多かったが，Ｅは，それまで民間
のホテル等で勤務していた経験があり，被告からＢの運営改革を任された。
Ｅは，Ｂが顧客満足意識を持っていないと感じ，その体質改善のために，顧
客からアンケートを取ることにし，また，人事異動，取引先・業務委託先の見
直し等，業務改善に必要な改革を行ってきた（乙第２３号証）。

　　　　オ　Ｃは，Ｂがリニューアルオープンしてから，顧客である新郎新婦の目の前で，
介添え係を叱りつけたり，イライラして介添え係にあたったりしたことがあっ
た（乙第２号証ないし第４号証及び第９号証）。

　　　　カ　Ｃは，平成１２年１１月２５日，新郎の母に対し，同人が持参した留め袖とは別
の留め袖を着させた。新郎の妹が気づき，着替えさせることにしたが，新郎
の母は，下着姿のままでしばらく待たされた。また，同人が持参した扇子が
どれであるかわからなくなり，代用の扇子を渡し，披露宴終了後に扇子を返
却することができず，その結果，新郎の父を怒らせた。Ｃは，事態の収拾の
ため警察を呼んだ。Ｃ，当時の総支配人であったＥ及び副支配人は，新郎
の父親に対し，謝罪した（乙第５号証及び第１５号証）。

　　　　キ　平成１３年２月１０日，顧客が，美容の打合せの際，顧客の気に入ったヘアー
ピースを使用したいとＣに伝えたところ，Ｃは，「あなたに合うヘアーピースが
あるの。色も違うしこっちの色の方がいいわ。美容室のヘアーピースを使っ
て。」と申し出た。顧客が，ヘアーピースを所持しており，また，原告のヘア
ーピースを使用すると金もかかることから，Ｃの申出を断ったところ，Ｃは態
度を変え，新郎側の着付けにはやさしく対応したが，新婦側の着付けには，
「勝手にやってね。」といわんばかりの対応をする等，顧客とＣの関係は険
悪なものとなった。

　　　　　　同年１月，顧客は，原告の従業員とグラビアを参考に打合せを行い，髪型を決
定していたにもかかわらず，前撮り当日，Ｃは，顧客に対し，「髪型がおかし
い。こっちの方が良い。」と強引に言い張り，顧客のヘアースタイルを変更
し，前撮りが行われた（乙第６号証及び第１６号証）。

　　　　ク　平成１３年１１月，Ｃは，顧客に対し，披露宴当日に参列する人の持込みの留
め袖や小物を，早く持ってくるように再三いっておきながら，いざ，顧客が，
留め袖等を持ってくると，顧客に対し，素っ気ない対応をした。そして，顧客
は，前日に留め袖や小物を持っていったにもかかわらず，披露宴当日には
忘れ物があって，美容室で購入させられた（乙第７号証及び第１７号証）。

　　　　ケ　Ｃは，顧客が打合せの際に伝えたことを忘れ，顧客の希望どおりの髪型にせ
ず，また，化粧が終わってから，「これで良いですか。」と尋ね，顧客は，今
更変更を申し出ることはできなかった（乙第９号証２５頁）。

　　　　コ　Ｃは，着付け，ヘアーメイクの際，終始無言のまま作業し，また，Ｃと原告の従
業員の仲が悪いという印象を顧客に与え，顧客を不安にさせた（乙第９号証
２５頁）。



　　　　サ　原被告双方が顧客からとったアンケートには，原告の業務に対し，満足したと
回答しているものもある（甲第１５号証及び乙第９号証）。

　　（４）本件契約の業務委託契約書第２条を反対解釈すれば，契約当事者の一方から
契約を更新するについて異議があれば，直ちに契約を更新しないことにもなる
と解する余地もありうるところである。しかし，本件契約が，一定期間継続的
に，Ｂにおいて，原告が結婚式場用の美容販売業務を行うという内容の契約
であること，上記契約書第２条に本件契約の契約期間を７か月とした上で，双
方に異議がない限り契約が自動継続するものとする旨のいわゆる自動更新
条項が存在すること，原被告双方ともに，数年単位で契約が継続するものと
考えていたこと，本件契約は，Ｂの会館建て替えに伴う２年６か月の休業期間
を挟んで，約８年間継続されたこと，原告は，Ｂのリニューアルオープンに向け
て多額の資本を投下していること，被告は，Ｅを総支配人に迎え，Ｂの経営改
革を行おうとしていたこと等の本件契約の事情からすれば，被告の本件更新
拒絶の意思表示により契約終了の効果が生じるためには，契約を継続させる
ことが当事者にとって酷であり，契約を終了させてもやむを得ない正当な理由
があることを要し，正当な理由がない場合には，相当の予告期間を設けるか，
または相当の損失補償をしなければならないと解すべきである。

　　　　　これを本件についてみると，上記（３）のとおり，原告の業務についてのクレーム
があったことは認められるが，その件数は，Ｂでの結婚式及び披露宴の件数
が年間約２００件程度あるのに比べて多いとはいえず，逆に，原告の業務に
満足したという回答も存在するのであって，また，Ｂにおける婚礼の件数も平
成１１年度から平成１３年度までを比べても極端に減少している等の事情もな
いことからすれば，本件契約を継続させることが被告にとって酷であり，契約
を終了させてもやむを得ない正当な理由があると認めることはできない。そし
て，被告は，約５か月前に，原告に対し，本件更新拒絶の意思表示をしている
が，結婚式場用の美容販売業務という業務の性質上，原告が次の契約の相
手方を探したり，Ｂから退去したりする等の準備期間としては，５か月では短い
のであって，被告は，相当な予告期間を設けたとはいえず，また，被告が，原
告に対し損失補償をした事実も認められないから，被告の抗弁は理由がなく，
原告の再抗弁は理由がある。

　　　　　したがって，被告が，平成１３年１０月２３日，原告に対し，本件更新拒絶の意思
表示をし，平成１４年４月１日以降，他の業者に対し，Ｂにおける結婚式場用
の美容販売業務を委託し，原告に，本件契約に基づく結婚式場用の美容販売
業務を遂行させなかったことは不当であり，債務不履行として，原告の被った
損害を賠償すべき義務があるといわねばならない。

　４　請求原因（４）について
　（１）甲第１８号証ないし第２０号証によれば，原告の営業利益は，平成１１年度が６６６

万２９５８円，平成１２年度が５２５万４３８０円，平成１３年度が６１９万６２５５円で
あり，３年間の営業利益の平均は，６０３万７８６４円であり，１か月の平均は，５
０万３１５５円であることが認められる。

　　　　そして，被告は，相当な予告期間を設ければ，本件契約の更新拒絶をすることが
できたこと，相当な予告期間としては１年程度であること，原告が，被告から本件
更新拒絶の意思表示を受けたのが，原告がＢから退去する５か月前であったこ
と等の事情を合わせると，被告がＢにおける結婚式場用の美容販売業務を遂行
させなかったことにより原告が得べかりし利益を喪失したと認められるのは，平
成１４年４月１日から７か月間とみるのを相当とするから，原告は，結局金３５２
万２０８５円の損害を被ったものということができる。

　（２）原告は，社員研修費，什器備品・美容器具代金，かつら代金等についてもその損
害賠償を請求しているが，これらの費用は，原告が，美容室の経営等を業とする
会社であることからすれば，原告の業務にとって必要な費用であり，Ｂでの結婚
式場用の美容販売業務以外では意味をなさない性質のものではなく，被告が，
Ｂでの結婚式場用の美容販売業務を遂行させなかったこととは相当因果関係が
ないから，上記の請求は理由がない。

　５　したがって，被告は，原告に対し，金３５２万２０８５円及びこれに対する訴状送達の
日の翌日である平成１５年１月７日から支払済みまで商事法定利率である年６分の
割合による遅延損害金を求める限度で理由がある。

　６　以上のとおりであるから，原告の請求は上記の限度で理由があるから，その限度
で認容し，その余は棄却することとし，訴訟費用の負担について民事訴訟法６４条



本文，６１条を適用し，仮執行宣言につき同法２５９条１項を適用して，主文のとおり
判決する。
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　　　　　　　　裁判長裁判官    杉山正士　
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